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船舶事故調査報告書 

 

平成２９年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年４月２３日 ０３時２０分ごろ 

発生場所 島根県知夫
ち ぶ

村浅
あさ

島北西岸 

知夫港赤島防波堤灯台から真方位１５０°９３０ｍ付近 

（概位 北緯３５°５９.８′ 東経１３３°０２.３′） 

事故の概要 瀬渡船GRAND
グ ラ ン ド

 VESSEL
ベ ッ セ ル

は、北北西進中、浅所に乗り揚げた。 

GRAND VESSEL は、船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年４月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 GRAND VESSEL、１９トン 

 ＳＮ２－２８９３（漁船登録番号）、個人所有 

 １９.４３ｍ（Lr）×３.７８ｍ×２.０５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、７１３.４kＷ（合計）、平成７年７月 

 第２９０－４６３３９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ２５歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２４年１１月９日 

  免許証交付日 平成２４年１２月２０日 

         （平成２９年１２月１９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口を伴う擦過傷、両舷舵板及びプロペラ翼に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 北東流、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客８人を乗せ、平成２９年４

月２３日０２時１０分ごろ知夫村知夫漁港に向けて島根県松江
ま つ え

市七類
しちるい

港を出港し、知夫村知夫里
ち ぶ り

島南方沖を約２２ノットの対地速力で自動

操舵により北北西進していた。 

船長は、操縦席に腰を掛けた姿勢で操船に当たり、ＧＰＳプロッタ

ーを作動させ、知夫港赤島防波堤灯台を船首目標とし、０３時００分

ごろ知夫漁港まであと７海里であることを確認した後、いつしか居眠



- 2 - 

りに陥り、０３時２０分ごろ衝撃で目覚めて浅島北西岸の浅所に乗り

揚げたことに気付いた。 

船長は、損傷状況等を確認したところ、自力離礁が困難に見えたの

で、釣り客を陸上に誘導して避難させ、海上保安庁に本事故の発生を

通報するとともに、僚船に支援を要請した。 

釣り客は、来援した僚船に移乗して知夫港へ向かった。 

本船は、２４日船長が手配した起重機付台船でつり上げられて離礁

し、島根県隠岐の島町の造船所に運ばれた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、喫水が船首約０.７ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

４月２１日午後から本事故発生までの船長の就労及び睡眠状況は、

次のとおりであった。 

４月２１日１４時～２０時ごろ    瀬渡し業務 

２２時ごろ        就寝 

２２日０１時～０３時３０分ごろ 釣り客の送迎 

０３時３０分～１２時ごろ 瀬渡し業務 

１２時ごろ        仮眠 

１３時ごろ        出航準備作業 

１４時～２０時ごろ    瀬渡し業務 

２２時ごろ        就寝 

２３日０１時ごろ        釣り客の送迎 

０２時１０分ごろ     七類港を出港 

０３時２０分ごろ     本事故発生 

船長は、４月２１日及び２２日の夜に瀬渡し業務の予約が集中して

入り、本事故発生までの約３６時間中、睡眠時間が合計約７時間だっ

たので、睡眠不足で疲労が蓄積する状況であった。 

船長は、ふだん眠気を感じた際、ガムをかんだりコーヒーを飲んだ

りすれば眠気を払うことができており、本事故時、七類港を出港する

際に眠気を感じたが、缶コーヒーを飲んだ後、ガムをかみながら操船

に当たっていたので、居眠りに陥ることはないものと思っていた。 

本船は、船橋航海当直警報装置がなかった。 

本船は、船底部の損傷により約５００ℓの燃料油が流出した。 

気象庁ホームページで発表されている海洋の健康診断表によれば、

２０１７年４月中旬から下旬にかけて対馬暖流が山陰沖西部を北東方

に流れていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、知夫里島南方沖を北北西進中、船長が居眠りに陥ったこと
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から、浅島北西岸の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたものと

考えられる。 

船長は、本事故時、本事故発生までの約３６時間中、睡眠時間が合

計約７時間で、睡眠不足で疲労が蓄積する状況であったこと及び操縦

席に腰を掛けた姿勢で操船を続けたことから、居眠りに陥った可能性

があると考えられる。 

本船は、知夫港赤島防波堤灯台を船首目標として自動操舵で針路を

設定したものの、北東方へ向かう海流に圧流されたことから、浅島北

西岸に乗り揚げた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、知夫里島南方沖を北北西進中、船長が、

居眠りに陥ったため、浅島北西岸の浅所に向けて航行し、同浅所に乗

り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・眠気を感じた場合は、外気に当たったり、椅子から立ち上がり身

体を動かしたりするなどして居眠り防止に努めること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 


